
市役所からのHOT LINE市役所からのHOT LINE市役所からのHOT LINE

【広告】この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。
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木
造
住
宅
の
新
築
・
増
改

築
費
用
に
助
成
を
し
ま
す

　
市
は
市
民
の
居
住
環
境
の
向
上

と
、住
宅
関
連
産
業
の
振
興
に
よ

る
地
域
経
済
の
活
性
化
、定
住
促

進
を
図
る
た
め
、木
造
住
宅
の
新

築
・
増
改
築
工
事
費
に
助
成
し
ま

す
。申
請
は
必
ず
工
事
着
手
前
に

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
住
宅　

▽
市
内
に
居
住
す
る
目
的
で
新
築

す
る
木
造
住
宅
ま
た
は
所
有
か
つ

居
住
し
て
い
る
住
宅
で
増
改
築
す

る
木
造
住
宅　
※
共
同
住
宅
、
建

売
住
宅
、
別
荘
な
ど
一
時
的
に
使

用
す
る
住
宅
、
賃
貸
な
ど
営
利
を

目
的
と
し
た
住
宅
は
対
象
外

▽
集
合
住
宅
や
併
用
住
宅
は
、
延

べ
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
を
居

住
用
、
住
宅
用
と
し
て
使
用
し
て

い
る
住
宅

▽
過
去
に
同
助
成
を
受
け
て
い
な

い
住
宅

対
象
工
事　

▽
新
築
ま
た
は
建
築
確
認
申
請
が

必
要
な
増
改
築
で
、
対
象
工
事
に

要
す
る
経
費
が
１
０
０
万
円
以
上

の
工
事

▽
集
合
住
宅
は
居
住
専
用
部
分
、

併
用
住
宅
は
住
宅
部
分
を
対
象
と

す
る
工
事

▽
施
工
業
者（
法
人
ま
た
は
個
人

事
業
主
）が
施
工
す
る
工
事

▽
他
の
補
助
な
ど
を
受
け
て
い
な

い
工
事

▽
８
年
３
月
23
日
㈪
ま
で
に
完
了

報
告
が
で
き
る
工
事

表＿木造住宅新築・増改築工事助成額

対象経費 助成額
2,000万円以上 50万円

1,000万円以上2,000万円未満 40万円

500万円以上1,000万円未満 30万円

100万円以上500万円未満 20万円

※市外業者に発注した場合の助成額は
　半額

　
対
象
と
な
ら
な
い

経
費
も
あ
り
ま
す
の

で
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

対
象
者
の
条
件

▽
助
成
金
の
交
付
請
求
時
に
対
象

住
宅
を
所
有
し
、
居
住
し
て
い
る

▽
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

▽
過
去
に
同
助
成
を
受
け
て
い
な
い

助
成
金
額　
市
内
の
業
者
に
発
注

し
た
場
合
は
左
表
の
と
お
り

申
請
期
限　
12
月
19
日
㈮

問
い
合
わ
せ
先　
建
設
課
建
築
係

（
☎
・
内
線
１
３
０
７
）

詳細はこちら
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専
門
医
に
こ
こ
ろ
の
悩
み

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

市
は
こ
こ
ろ
の
病
気
や
悩
み
、

ひ
き
こ
も
り
や
ア
ル
コ
ー
ル
の
問

題
な
ど
に
つ
い
て
、
専
門
の
医
師

に
よ
る
相
談
会
を
行
い
ま
す
。
相

談
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
予

約
が
必
要
で
す
。

日
時　
５
月
27
日
㈫
午
後
２
時
か

ら
４
時
ま
で

場
所　
市
役
所
相
談
室

申
込
期
限　
５
月
20
日
㈫

問
い
合
わ
せ
先　
健
康
こ
ど
も
課

健
康
推
進
係（
☎・内
線
１
0
８
9
）
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山
火
事
警
戒
宣
言
が
発
令

火
の
取
り
扱
い
は
慎
重
に

　
県
山
火
事
防
止
対
策
推
進
協
議

会
は「
山
火
事
警
戒
宣
言
」を
発
令

し
て
い
ま
す
。
次
の
こ
と
に
注
意

し
て
山
火
事
防
止
に
協
力
し
て
く ◢● ●
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住
民
税
非
課
税
世
帯
が
対
象
の

給
付
金
申
請
受
付
期
限
を
延
長

　
市
は
２
月
か
ら
支
給
を
開
始
し

た
住
民
税
非
課
税
世
帯
支
援
給
付

金（
１
世
帯
に
つ
き
３
万
円
）の
受

給
に
必
要
な「
確
認
書
」、「
申
請

書
」の
受
付
期
限
を
、次
の
と
お
り

延
長
し
ま
す
。
手
続
き
が
済
ん
で

い
な
い
人
は
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
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障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の

参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
（
一
社
）県
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ

協
会
で
は
、
県
内
在
住
で
身
体
・

知
的
・
精
神
に
障
が
い
が
あ
る
人

（
13
歳
以
上
）を
対
象
に
ス
ポ
ー
ツ
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公
正
な
選
挙
見
届
け
る

投
票
立
会
人
を
募
集
中

　
市
選
挙
管
理
委
員
会
は
各
種
選

挙
で
開
設
す
る
投
票
所
の
立
会
人

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。※
高
校

生
は
、学
校
の
許
可
な
ど
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。学
校
の
規
則
な

ど
に
従
っ
て
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
資
格　
投
票
日

現
在
、
選
挙
権
を
有

す
る
人（
18
歳
以
上
）

報
酬　
１
日
当
た
り
１
万
9
0
0

円（
期
日
前
投
票
は
9
6
0
0
円
）

問
い
合
わ
せ
先　
同
委
員
会
事
務

局（
☎
・
内
線
１
2
2
0
）

詳細はこちら

だ
さ
い
。

▽
強
風
や
空
気
の
乾
燥
時
は
、
た

き
火
や
火
入
れ
、
野
焼
き
を
し
な

い
▽
火
元
を
離
れ
る
と
き
は
、
必

ず
消
化
す
る
▽
森
林
の
周
囲
１
㌔

の
範
囲
内
で
火
入
れ
を
す
る
際

は
、
必
ず
市
の
許
可
を
受
け
る

問
い
合
わ
せ
先　
農
林
課
林
業
係

（
☎
・
内
線
１
３
３
6
、１
３
３
5
）

く
だ
さ
い
。
※
対
象

者
に
は
、
１
月
末
に

確
認
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
対
象
要
件
は
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

延
長
後
の
受
付
期
限　
４
月
30
日
㈬

提
出
先　
郵
送
ま
た
は
地
域
福
祉

課
、
西
根
・
安
代
各
総
合
支
所
、

田
山
支
所
の
窓
口
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
地
域
福
祉
課
福

祉
総
務
係（
☎
・
内
線
１
１
１
３
、

１
１
１
4
、
１
１
１
5
）

詳細はこちら

詳細はこちら

大
会
を
開
き
ま
す
。

参
加
を
希
望
す
る
場

合
は
、
地
域
福
祉
課

窓
口
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

大
会
日　

６
月
７
日
㈯
※
ボ
ッ

チ
ャ
競
技
の
み
５
月
11
日
㈰

会
場　

ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
岩
手

ほ
か

申
込
期
限　
４
月
16
日
㈬

問
い
合
わ
せ
先　
同
課
障
が
い
福

祉
係（
☎・内
線
１
１
１
2
）、
同
協

会（
0
１
9
・
6
３
7
・
5
0
5
5
）

　県では、急な病気やケガをした際（救急車の手配に迷ったとき）
に、看護師などの専門家が相談に応じる電話相談窓口を４月１日か
ら開設しています。
　電話相談窓口は、県民に安心・安全を提供しようとするもので、
相談者に対し、緊急性の有無や応急処置、受診のタイミングなどを
助言します。

15歳未満の子どもの病気、発熱、ケガの際の相談は小児救急医療相談（＃8000） へ

対象者：おおむね１5歳以上の人
相談時間：看護師などが２4時間365日無料で相談に応じます
電話番号：＃7１１9
　　　　　ダイヤル回線、IP回線の場合は「０１9-656-１774」へ

※いずれも通話料は相談者負担

＃7１１9
でつながります

？ ？救急車を呼ぶ　呼ばない　迷ったときは
県救急安心センターに相談してください

県広域協力
医療機関
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肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防

接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す

　
市
は
高
齢
者
を
対
象
に
、
肺
炎

球
菌
感
染
症
予
防
接
種
に
か
か
る

費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

助
成
対
象
者

⑴ 

65
歳
の
人（
65
歳
未
満
、
66
歳

以
上
の
人
の
接
種
は
自
己
負
担
）

⑵ 

60
か
ら
64
歳
で
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

▽
心
臓
・
呼
吸
器
・
腎
臓
に
重
い

障
が
い（
身
体
障
害
者
手
帳
１
種

１
級
程
度
）が
あ
る
人

▽
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ

り
免
疫
の
機
能
に
障
が
い
が
あ

り
、
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可

能
な
人

　

す
で
に
23
価
肺
炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン（
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
）の

予
防
接
種
を
受
け
た
人
は
助
成

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

予
診
票

⑴
の
助
成
対
象
者　

65
歳
の
誕
生

日
の
翌
月
に
、
予
診
票
を
送
付
し

ま
す
。
予
診
票
が
届
く
前
に
接
種

を
希
望
す
る
場
合
は
、
健
康
こ
ど

も
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
の
助
成
対
象
者　
身
体
障
害
者

手
帳
を
持
参
の
上
、
健
康
こ
ど
も

課
窓
口
で
申
請
し
、
予
診
票
の
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

助
成
額　
4
0
0
0
円（
助
成
は

１
回
の
み
）※
接
種
費
用
の
う
ち
、

助
成
額
を
超
え
た
分
は
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。

接
種
で
き
る
医
療
機
関
な
ど　

▽
市
内
で
接
種
可
能
な
医
療
機
関

　
予
診
票
に
同
封
の
医
療
機
関
に

直
接
予
約
を
し
、
予
診
票
を
持
参

の
上
、
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
岩
手
県
広
域
的
予
防
接
種
事
業

の
協
力
医
療
機
関

　
医
療
機
関
に
直
接
予
約
を
し
、

問
い
合
わ
せ
先　
健
康
こ
ど
も
課

健
康
推
進
課（
☎・内
線
１
0
9
2
）

予
診
票
を
持
参
の

上
、
接
種
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
入
院
中
や
施
設
に
入
所
し
て
い

る
人
、
県
外
の
医
療
機
関
で
の
接

種
を
希
望
す
る
人
は
、
事
前
に
健

康
こ
ど
も
課
健
康
推
進
係
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

　
肺
炎
球
菌
と
い
う
細
菌
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
病
気
で
す
。
こ
の

細
菌
は
主
に
気
道
の
分
泌
物
に
含
ま

れ
、
唾
液
な
ど
を
通
じ
て
飛
沫
感
染

し
ま
す
。
感
染
す
る
と
気
管
支
炎
や

肺
炎
、
敗
血
症
な
ど
の
重
い
合
併
症

を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

肺
炎
球
菌
感
染
症
と
は
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